
雨を汚したのは誰？？（弁護士　伊藤　明生）
弁護士　伊藤　明生

　今回の福島原発の事故のせいで，放射性物質を含んだ雨が降るとの情報に接し，昔，「just a little rain」という
歌い出しで，題名が「雨を・・・」という歌があったなあ，ジョーン・バエズが歌っていたなあ，と昔の記憶が蘇りました。しかし，それ
以上のことは思い出せません。そこで，ネットで調べたところ，６０年代に核実験に抗議して作られた歌で，ジョーン・バエズの他にサー
チャーズというイギリスのバンドも歌っていたとか。邦題は「雨を汚したのは誰？」。原題は「What Have They Done
to the Rain」。これをそのまま訳せば，「彼らは雨に何をしたのか？」。受験英語で覚えた知識からは，現在完了形の疑問文
ですよね。過去形ではないところに意味があるのでしょう。「What Have They Done to the Rain」の歌
詞のなかで，「Just a little boy standing in the rain ・・・And・・・・, the
boy  disappears」と歌っています。あの時，内部被曝のなんたるかも知りませんでした。あのころは，「原爆を許すまじ」
「青い空は」という歌も歌われていました。私も歌っていました。なのに，福島原発事故。

　反原発を長年訴えていた方は，福島原発事故のせいで、大気中にばら撒かれた放射性物質は、もう全国を汚染しているんだということを
事故後の早い時期から言われていました。そして，ようやく１１月になって、それが裏付けられる文科省の調査結果が発表されました。今
もって隠されている情報がまだまだあることでしょう。医師であり被爆者である肥田舜太郎氏は，「原発や核兵器から人工的につくりださ
れる放射線は，人類にとって未知のもので，体内に取り込まれた放射性物質は濃縮され，細胞の新陳代謝を混乱させる」と言われています。
いのちと原発は共存できません。最近，反原発を歌っているFrying  Dutchman（フライング・ダッチマン）
のHumanERROR（ヒューマン・エラー）を知りました。私の言いたいことを言ってくれています。この若い人たち，すごい。
「さぁ立ち上がれ！声上げろ！原発絶対反対！ただちに撤廃せよ」
原発　零(ゼロ）！

ひとりぼっちじゃない、生活困窮者支援（弁護士　谷川　生子）
弁護士　谷川　生子

　昨年のことになりますが、１０月、埼玉弁護士会主催のシンポジウム「人間らしく働き生活するために」が開催され、私も埼玉弁護士会
貧困問題対策本部の一員として準備段階から関わりました。

　テーマは、生活困窮者の問題が深刻化する中、人間らしく生きる権利を実現するために「行政と民間との連携をすすめよう」というもの
で、当日は弁護士のほか、厚労省、埼玉県、さいたま市といった行政機関、夜明けの会、いのちの電話、埼玉県労働者福祉協議会等の民間
団体７団体、困窮状態にある当事者の方３名という多くの方々に壇上でご報告いただきました。

https://saitamasogo.jp/archives/11163
https://saitamasogo.jp/archives/11159


　弁護士会の企画に行政機関、民間団体が協力し、一堂に会するという機会はめったになく、冒険的な要素はありましたが、結果として総
勢１４５名の参加者を得て、集会は成功に終わりました。

　生活困窮者は、失業、多重債務、疾病等様々な問題を複合的に抱えており、各団体は日々それらの問題に懸命に取り組んでいますが、必
ずしも横のつながりがあるとはいえません。ある行政機関の方からは、今回のシンポジウムを通じて様々な取り組みがあることを知り、世
界が広がった気がするとの感想を頂きました。一人ぼっちじゃない、と気づくことは、当事者のみならず支援する側にも力になるようです。

　集会を通じて団体間の連携が図られ、従前からある生活困窮者の問題、さらには被災者支援にもつながればと思います。また新しい一年
が始まりました。

孫が生まれて思うこと（弁護士　梶山　敏雄）
弁護士　梶山　敏雄

　昨年１０月に遅まきながら初めての孫が産まれました。女の子です。

　記念にと、ふさわしいのかどうか判りませんが、自宅の庭に「ミカン」の小さな苗木を、息子夫婦や孫の気持ちとは無関係に勝手に植え
ました。

　何年かしておいしい実がつくことを、そして孫が健康に育つことを祈っています。

　昨年の事務所ニュース新年号で、私は福島会津猪苗代での同級会のことと、夜汽車から見えるほのかな灯りの故郷の風景の心地良さを書
かせてもらいました。

　大地震はともかくとしても、人が普通にそして優しく生きていく場所を根底からズタズタに破壊した、原発の被害の深刻さ・甚大さにつ
いての憤りについては、とても言葉で言い表すことができません。

　福島の小学生の女の子の「私はあと何年生きられるのでしょう。普通に子供が産めるのでしょうか。教えてください」という言葉に東電
や政府は何と答えるのでしょうか。

　これからの日本を支えていく多くの子どもたちが、健康で安心して生きていける環境を作るために、真剣に努力していくことが私たち大
人に求められている切実な課題だと改めて思っています。
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浦和駅東口前地通り商店街（弁護士　牧野　丘）
弁護士　牧野　丘

　浦和駅東口から徒歩5分くらいの所に、前地通り商店街という通りがあります。住宅街の中にあるこの路地は、軽自動車1台でいっぱい
な細道です。私が生まれ育ったのはこのすぐ近所で、ここにはお肉屋さん、金物屋、郵便局、かき氷屋さん、八百屋、駄菓子屋に風呂桶
屋・・・ちょっと路地に入るとかよっていた銭湯がありました。夕方になると母に言われて籐の買い物かごを持ち、お店を回ってお使いに
行かされるのが日課でした。どの店のおばちゃんも顔見知り。郵便局のドアを開けるとインクの臭いがプンと来て、幼い鼻をひんまげてい
ました。最近は飲食店などができていますが、今でも「昭和」を感じさせてくれるほっこりする道です。

　今思えばあの頃は、その日に必要な物だけを買いにでかけていました。スーパーで買いだめなど思いもよらない。私たちの生活はそれで
十分に足りていたのだな、と思います。それに比べ大量生産と大量消費によって動いている今の世の中は、結局、余った物を捨てることに
よって成り立っているのではないか、と。脱原発を語ると生活を切り下げられるのか、それで日本の経済は成り立つのか、と感情的な反論
が来ますが、余らせない、捨てない生活こそが人間を幸せにする生活なのではないかと。不要な物を生産しないと成り立たない世の中はど
こかが間違っている。必要な時に必要な物がすぐ揃う、それで十分に幸せだと思うのです。どこかでスイッチの切り替えが必要なのです。

朝日新聞2011年12月12日夕刊掲載「働く人の法律相談」
－職場のＰＣで私用メール許される？－（弁護士　佐渡島　啓）
弁護士　佐渡島　啓

会社に損害与えなければ容認
最近では、社内外の人たちと１日何十通もの電子メールをやりとりするのも珍しくありません。仕事の合間にメールで同僚や友人を飲み会
に誘ったり、仕事のグチをこぼしたり、ということも時にはあるでしょう。職場のパソコンで私用メールの交換は、どこまで許されるので
しょうか。
　会社が従業員を懲戒処分にする場合には、就業規則などに懲戒になる行為と懲戒の種類が規定されていることや、処分の重さが相当であ
ることが必要です。
　多くの会社では、職務に専念する義務や、職場の規律を維持する義務などが従業員の服務規定に定められています。メールの私的使用禁
止を明文化していない職場でも、それらの規定に反する恐れがあります。
　では、私用メールは一切禁止されるのでしょうか。
　過去の判例では「職務遂行の妨げとならず、会社の経済的負担もきわめて軽微な場合、外部からの連絡に適宜対応するため必要かつ合理
的な限度の範囲内であれば、私用メールの送受信も基本的に妥当」とされています。つまり、仕事の邪魔にならず、経済的にも会社に迷惑
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をかけない程度であれば許される、ということです。
　ある専門学校の男性教員は職場のメールアドレスを使って出会い系サイトに登録し、知り合った女性たちと５年間でメール８００通を送
受信していたため、懲戒解雇されました。男性は解雇は不当だとして、裁判に訴えました。
　地裁は、職務に専念しておらず、教職員としての適格性に疑問があり、懲戒になる行為に当たるとしながらも、「授業をおろそかにして
おらず、パソコン用の規定もなかった」として解雇は重すぎると判断。しかし高裁は、送信元が学校とわかるアドレスでメールをやりとり
して学校の名誉を傷つけたことを重視し、「解雇は相当」としました。
　一方、使用者側が従業員のメールを調査する際にはその手法が問われます。業務上の必要性がなく、あるいはその立場にないのに監視す
れば、プライバシー権の侵害にあたることがあります。

朝日新聞2011年12月5日夕刊掲載「働く人の法律相談」－
酒席での暴言、罰せられる？－（弁護士　佐渡島　啓）
弁護士　佐渡島　啓

会社に傷をつけたら処分の場合も
師走に入り、今年も残りわずかとなりました。忘年会など酒席が増える季節です。飲んだ勢いで上司に強気な発言をし、翌朝後悔。そんな
経験ありませんか。飲み会で発した暴言によって、会社から罰せられることがあるのでしょうか。
　会社による罰とは、懲戒処分にするという意味です。重いものから順に、解雇、降格、停職、減給、戒告など。これらが従業員の生活に
与える影響は深刻ですから、客観的にみて合理的で、社会通念に照らして相当な理由がなければ処分は無効とされます。
　また、懲戒処分が有効となるには、就業規則などに懲戒になる事由と懲戒の種類が規定されている▽規定が労働者に周知されている▽規
定に該当する懲戒事由が存在する▽処分の重さが相当である－－といった要件も必要です。
　原則的には勤務時間中や会社内での行為が対象。仕事との関連性が薄い飲み会の場での出来事に会社が口を出すことはできません。ただ、
会社の体面が傷ついたり、社内の士気や規律に大きな影響を与えたりする場合は、話が別です。
　ある土地改良区事務局の総務部長が上司である理事らに、酒席で「あんたは世間から、どうにもならんやつだと言われている」などと発
言。降格処分になったため、処分取り消しを求めて裁判を起こしました。
　地裁判決は、職務執行との関連性が薄い場での発言であるとして処分を取り消しました。しかし高裁判決は、総務部長としての適格性を
欠き、職場秩序を乱す言動と判断。宴会費用を土地改良区が出していることや、参加者が理事や職員に限られており職務執行との関連性が
ないとは言えない、と地裁判決を覆し、処分を有効と認めました。
　暴力をふるった場合は、酒席とはいえ処分が有効とされることがほとんどですが、その処分の重さは問題になります。上司を殴って懲戒
解雇となったケースでは、最初に暴力をふるったのが上司だったことや、私的な飲食で業務を離れた場であったことなどから、裁判所は
「解雇は重すぎる」として無効としました。
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法テラスについて（弁護士　梶山　敏雄）
弁護士　梶山　敏雄

　東北大震災のために、法テラス所長退任から約１ヶ月遅れて４月末に職員ら多数に集まって頂き、大送別会をしてもらいました。

　平成１６年の末に、突然「日本司法支援センター」構想が持ち上がり、当時扶助協会の仕事をしていた関係で、私が設立準備委員長にな
り、平成１８年４月１０日の法テラス設立と同時に法テラス埼玉地方事務所の初代所長に就任したわけです。

　準備段階から数えると何と約６年半も法テラスに関わっていたことになります。初めの頃は「法テラスって何だ？」と言われたように、
全くの手探り状態でスタートしましたが、法律扶助の件数も予想を上回る大幅な増加となり、国選弁護も裁判員裁判の実施を初め質的に大
きな変化を遂げ、法テラスの名前も大分知られるようになりました。

　それまで経験のしたことのない組織・業務・人との触れあいが沢山あり、私個人にとっては本当に貴重な体験をさせてもらったと感謝し
ています。道を歩いていても、顔を良く存じ上げない人から挨拶されることも多くなり、とまどうこともありました。

　かなりの時間とエネルギーをさかれたことも事実であり、依頼者の方々にも、事務所の皆さんにも迷惑をかけました。これを機会に隠居
する・・・という訳にもいかないようなので、気分を新たにして本来の弁護士の業務にも、事務所の充実・強化のためにも一層頑張るつも
りです。

福島第一原発の事故（弁護士　髙木　太郎）
弁護士　髙木　太郎

　福島第一原発の事故は、改めて原子力発電の危険性を明らかにし、わが国の原子力安全行政の貧困を露呈しました。安全に対する必要な
検討、施策を取らずに国策として原発を推進してきた歴代政権、マスコミを抱き込んで安全神話を振りまいてきた東京電力をはじめとした
電力会社、数々の原発訴訟で漫然と原発の安全性を認定してきた裁判官に対して、怒りを禁じ得ません。

　しかし、今、大切なのは、原発事故の早期終結と被災者の救済です。私たちは、埼玉に避難してきた被災者の方々への支援、福島県の南
相馬市やいわき市、その他の地域への支援に早くから取り組んできました。被災者のニーズは様々です。きめ細かい対応をするためには、
継続的に対応すること、多くのマンパワーが必要です。被災者の人たち、弱い立場の人たちに優しい社会、住みよい社会を作るためにこれ
からも頑張りたいと思います。
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　世界ではフクシマを機会に原発からの脱却を目指す動きが広がっています。ところが、わが国では、依然としてマスコミに電力会社への
遠慮があり、正面から原発廃止を求める論調が極めて弱い状態です。情けない限りです。また、そのような社会を構成している一員として
恥ずかしくもあります。草の根から原発の問題点を指摘していく運動にも取り組んでいきたいと思います。

　暑さ厳しき折ですが、お体ご自愛下さい。

現場の大切さ（弁護士　谷川　生子）
弁護士　谷川　生子

　平成１９年に弁護士登録してから１年が過ぎ、早くも２年目に突入しました。１年目で学んだことは数限りなくありますが、その一つが
「現場の大切さ」です。修習生時代、裁判所にいたときに、裁判官が「私は現場主義。皆さんも現場の大切さは忘れないでください。」と
言っていたのを思い出します。

　例えば、事故の現場に行くと、その周辺に何かしらの発見があります。「あんなところに木がある、これでは事故現場はあそこからは見
えないな。」とか、現場に当事者しかいなかったかと思えば、実はすぐ傍に広場があり、大勢の人がいたことなど。現場の様子は、季節、
曜日、時間帯によっても異なり、できれば事件のあった同じ曜日、時間帯に行きたいものです（なかなかままなりませんが。）。しかも、
現場に行って自分なりに納得した後は、それを周囲（主に裁判所）に伝えるという仕事が待っています。先日、自分で撮影した現場写真を
見て、自分が受けた現場の印象が全く表れていないことに愕然としました。趣味と実益を兼ね、カメラでも始めようかと思っているこの頃
です。

　今後、さらに日々の業務に追われ、より現場に行くだけの時間がとれなくなると予想されるだけに、今のうちに、現場に赴くことの大切
さを心に刻んでおきたいと思います。

法テラスについて（弁護士　牧野　丘）
弁護士　牧野　丘

　法律扶助という制度があります。弁護士など法律の専門家の助力を求めている人々に、その費用を立て替えるサービスなどを行う仕組み
です。我が国でこれを担うのが日本司法支援センター（法テラス）という独立行政法人（国からは独立しているが国が財政負担をする組織）
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です。

　私は、この4月から法テラス埼玉地方事務所の民事担当副所長に就きました。資力のあるなしに関わらず、あまねく法律による保護を受
けられる社会は、平和で正義が実現される社会のための必要条件のひとつだろうと思います。市民のために税金を使うなら、こういう所に
も使われるべきであろう、と考えてきました。以前は、法律扶助協会という言わば民間組織がこれを担ってきましたが、平成19年に廃止
され、現在は、この形で事業の拡大が進められています。特に埼玉では、相談件数のみならず、援助件数（弁護士たち法律家が事件として
受任し法テラスが助力をした件数）が年々大幅に増大しており、これまでの仕組みとは少々違う地平を切り開きつつあるように見受けられ
ます（その事は別の所でぜひお話ししたい）。

　副所長と言っても非常勤ですから、さほどの権限があるわけではなく、職員の皆さんと弁護士・弁護士会等との間で調整事をこなすのが
主な仕事のようですが、職員の皆さんが、「あまねく市民に法的サービスを」という法テラスの理念の実現を胸に（そんな肩肘張ってはい
ないか・・・）とても高い士気を持っている事を感じています。職員の皆さんの「立ち位置」は、「弁護士と市民の間」というあたりで、
必ずしもいつでも従来の弁護士たちの発想と同じではないのですが、私としてはその調整を図りつつ、埼玉の法律のプロの皆さんにそのあ
たりの理解を深めていただきつつ、よりいっそう法テラスの理念を市民本位・民間本意で深めていくための一助となるのが仕事かな、と考
えているところです。しばらくはおとなしくしてるつもりですが。


